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政
令
第

号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
の
緊
結
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

特
定
天
井
（
脱
落
に
よ
つ
て
重
大
な
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
天
井
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
は
、
構
造
耐
力
上
安
全
な
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又

は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
定
天
井
で
特
に
腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の
劣
化
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の
劣
化
し
に
く
い
材

料
又
は
有
効
な
さ
び
止
め
、
防
腐
そ
の
他
の
劣
化
防
止
の
た
め
の
措
置
を
し
た
材
料
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
十
二
条
の
五
第
七
号
中
「
屋
根
ふ
き
材
」
の
下
に
「
、
特
定
天
井
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
号
中
「
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
」
を
「
、
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
並
び
に

第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
限
界
安
全
率
」
を
「
限
界
安
全
率
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

釣
合
お
も
り
を
用
い
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
つ
て
釣
合
お
も
り
が
脱
落
す
る
お
そ

れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
り
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
百
二
十
九
条
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
適
用
の
除
外
）

第
百
二
十
九
条
の
十
一

第
百
二
十
九
条
の
七
第
四
号
、
第
百
二
十
九
条
の
八
第
二
項
第
二
号
又
は
前
条
第
三
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
昇
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降
路
、
制
御
器
又
は
安
全
装
置
に
つ
い
て
安
全
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
中
「
勾
配
」
を
「
勾
配
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

こ
う

六

地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
つ
て
脱
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い

る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
二
項
中
「
第
三
項
第
五
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
二
号
の
表

の
項
中
「
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中

（八）

（九）

「
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
イ
中
「
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
」
を
「
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井

」
に
改
め
、
「
脱
落
」
の
下
に
「
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
九
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十

九
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
一
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条
ま
で
」
を
「
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十

六
条
の
三
か
ら
」
の
下
に
「
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
か
ら
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
三
十
九
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
及

び
第
七
章
の
八
」
を
「
並
び
に
第
七
章
の
八
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十

九
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
第
百
二
十
九
条
の
四
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
二
項
第
三
号
及
び

第
四
号
並
び
に
第
三
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
項
中
「
第
五
号
」

を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
九
条
の
四
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項

か
ご
及
び
か
ご
を
支
え
、
又
は
吊

客
席
部
分
を
支
え
、
又
は
吊
る
構
造
上

つ

つ

る
構
造
上
主
要
な
部
分
（

主
要
な
部
分
（
摩
損
又
は
疲
労
破
壊
を
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生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。

百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
第
百
二
十
九
条
の
四

か
ご
及
び
主
要
な
支
持
部
分

主
要
な
支
持
部
分

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ

か
ご

客
席
部
分

、
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第
三
項
第
二

号
及
び
第
四
号

第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
」
を
「
か
ご
を
主
索
で
吊
る

つ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
」
に
、
「
遊
戯
施
設
そ
の
他
」
を
「
客
席
部
分
を
主
索
で
吊
る
遊
戯
施
設
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二

つ

十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号

次
条
に
規
定
す
る
荷
重

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
及

び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
積
載
荷
重

主
要
な
支
持
部
分
並
び
に
か
ご
の

主
要
な
支
持
部
分

床
版
及
び
枠
（
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
「
主
要
な
支
持
部
分
等
」
と

い
う
。
）

第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及

主
要
な
支
持
部
分
等

主
要
な
支
持
部
分

び
第
三
号

第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
第
三
項
第
二
号

主
要
な
支
持
部
分
の
う
ち
、
摩
損

二
以
上

又
は
疲
労
破
壊
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
以

上

第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
第
百
二
十
九
条
の
四
第
三
項
第
五
号
の
項
中
「
第
百
二
十
九
条
の
四
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第

百
二
十
九
条
の
四
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
二
の
表

の
項
中
「
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「
第
一
項
第
一

（一）

（二）
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号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
第
三
項

及
び
第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
並
び
に
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の

他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

地
震
に
対
す
る
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
天
井
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
に
係

る
基
準
を
強
化
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


